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問
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
品
な
ど
の
価

格
高
騰
が
、
今
秋
以
降
さ
ら
に

顕
著
と
な
り
、
家
計
の
み
な
ら
ず
市
内

事
業
者
の
経
営
に
も
大
き
な
打
撃
と
な

り
苦
慮
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
情

勢
を
踏
ま
え
、市
長
に
２
点
伺
い
ま
す
。

今
年
度
に
引
き
続
き
来
年
度
予
算
に

お
い
て
も
、
公
共
事
業
を
は
じ
め
と
す

る
経
済
対
策
・
雇
用
対
策
を
行
う
べ
き

と
考
え
ま
す
が
、
市
長
の
考
え
を
伺
い

ま
す
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
貸
付
利
子
補
給
は
３
年
間
の
補

給
が
終
わ
り
、
来
年
４
月
か
ら
利
子
払

い
が
始
ま
り
ま
す
。
市
も
国
に
合
わ
せ

て
利
子
補
給
す
べ
き
と
考
え
ま
す
が
、

市
長
の
考
え
を
伺
い
ま
す

答
今
年
は
、
集
中
豪
雨
や
台
風
に

よ
り
、市
内
で
も
突
風
や
崩
土・

倒
木
、
道
路
冠
水
な
ど
非
常
に
多
く
の

箇
所
で
甚
大
な
被
害
が
生
じ
ま
し
た

が
、
地
元
の
建
設
事
業
者
が
昼
夜
を
問

わ
ず
復
旧
に
汗
を
流
し
て
く
れ
た
お
か

げ
で
、
早
期
に
市
民
の
生
活
を
守
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
公
共
事
業
に
よ
る

経
済
対
策
は
、
非
常
に
重
要
で
あ
る
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
に
お
い
て

も
、
引
き
続
き
、
起
債
や
国
の
交
付
金

事
業
な
ど
を
最
大
限
活
用
し
、
公
共
事

業
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
対
策
を
推
進

し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

貸
付
に
よ
る
返
済
が
、
来
年
度
か
ら
始

ま
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
ご
ざ
い
ま

す
。
社
会
不
安
や
景
気
の
悪
化
を
招
く

こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
や
県
の
状
況
を

注
視
し
つ
つ
、
市
と
し
て
取
り
組
む
べ

き
対
策
を
検
討
し
ま
す
。

問
令
和
３
年
度
の
財
政
健
全
化
判

断
比
率
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
３
年
度
以
前
か
ら
の
将
来
負
担
比

率
指
数
の
変
移
傾
向
を
勘
案
し
て
、
令

和
５
年
度
以
降
の
予
算
編
成
に
い
か
に

反
映
さ
せ
る
べ
き
か
伺
う

答
令
和
４
年
度
当
初
予
算
で
は
、

前
年
度
に
追
加
交
付
が
あ
っ
た

普
通
交
付
税
な
ど
の
歳
入
を
財
政
調
整

基
金
に
積
み
立
て
る
こ
と
で
有
効
活
用

し
、
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

令
和
５
年
度
は
、
さ
ら
な
る
市
税
の

減
少
や
物
価
の
高
騰
な
ど
で
大
変
厳
し

い
予
算
編
成
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
恒
久
的
な
歳
出
の
削
減

や
財
源
確
保
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

本
市
に
お
け
る
令
和
３
年
度
の
将
来

負
担
比
率
は
、
充
当
可
能
財
源
が
将
来

負
担
額
を
上
回
っ
て
お
り
、
算
定
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

過
去
５
年
を
振
り
返
っ
て
も
将
来
負

担
比
率
が
算
定
さ
れ
た
こ
と
は
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
近
年
、
市
税
収
入
の
減
少
か

ら
、
市
債
残
高
の
増
加
と
基
金
残
高
の

減
少
が
顕
著
で
あ
り
、
近
い
将
来
、
将

来
負
担
比
率
が
算
定
さ
れ
、
数
字
と
し

て
現
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
厳
し
い
財
政
状

況
の
中
で
、
将
来
世
代
に
過
度
な
負
担

を
強
い
る
こ
と
な
く
、
持
続
的
な
財
政

運
営
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は

令
和
５
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て
、
将

来
の
財
政
状
況
を
見
据
え
た
予
算
編
成

を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

一般質問
•	

市
内
経
済
対
策
に
つ
い
て

一般質問

•	

財
政
健
全
化
、将
来
負
担
比
率
に
つ
い
て

一般質問 6 名が登壇　市政を問う
＊この一般質問は12月8日と9日に行われたものです。

大澤博克

阿南澄男

　
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
性
を
判
断
す
る
５
つ
の
指
標
が
あ
り
ま
す
。
指
標

に
は
２
つ
の
基
準
が
あ
り
、
１
つ
目
の
「
早
期
健
全
化
基
準
」
を
超
え
る
と
市
が
財
政

の
健
全
化
を
図
る
た
め
の
計
画
を
立
て
て
、
自
主
的
に
健
全
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
さ
ら
に
悪
化
し
、
２
つ
目
の
「
財
政
再
生
基
準
」
を
超
え
る
と
市
が
財
政
再
生

計
画
を
立
て
、
国
の
関
与
を
受
け
な
が
ら
財
政
を
再
生
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
御

前
崎
市
は
、
い
ず
れ
も
令
和
３
年
度
末
時
点
で
は
、
健
全
と
さ
れ
る
範
囲
内
で
し
た
。

4 
財
政
は
健
全
？ 

今
後
も
大
丈
夫
？

健全性を判断する指標

御前崎市の持続可能な財政運営を目指して
御前崎市は、大規模な償却資産からの税収が大きく、そ

の影響もあり財源の減少が続いています。平成18年度に
は115.6 億円だった税収が、令和３年度には69.8億円ま
で減少しており、今後も税収の減少は続く見込みです。
市では近年、税収が減少する前の行政サービスの水準

を維持するために貯金や借入金に頼りながらの財政運営を
続けています。今後、持続可能な財政運営をするためには、
過度に貯金や借入金に頼り続けることはできません。
支出の効率化や適正な受益者負担を求めることに加

え、子育てや福祉、医療、ごみ処理、上下水道、農林
水産業、商工業、道路・橋りょうなどの公共施設、防災・
消防、スポーツ・文化芸術などに関わる行政サービスを
限られた資源のなかで、今後、どのように続けていくの
か、行政だけでなく市民の皆さまも一緒に考えて、選
択していかなければなりません。
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45.8億円
減少

税収の推移

① 実質赤字比率

② 連結実質赤字比率

⑤ 資金不足比率

④ 将来負担比率

③ 実質公債費比率

7 OMAEZAKI

健全 悪化

早期健全化基準 財政再生基準

20.00%13.48%
御前崎市なし

30.00%18.48%
御前崎市なし

35.00%25.00%
御前崎市0.0

350.00%
御前崎市なし

20.00%
御前崎市なし

④ 将来負担比率
市の一般会計等が借入金や公
営企業などに対して将来支払う
可能性のある負担などの程度を
表す指標

⑤ 資金不足比率
上下水道や病院などの公営企
業の資金不足を営業収益の規
模と比較し、経営状況の度合
いを表す指標

① 実質赤字比率
市の福祉や教育、まちづくりな
どを行う一般会計等の赤字の
程度を表す指標

② 連結実質赤字比率
公営企業会計を含む市の全会
計の赤字や資金不足の程度を
表す指標

③ 実質公債費比率
市の標準的な収入に対し、市
の一般会計等が負担する借入
金の返済額やこれに準じる額の
大きさの程度を表す指標


